
○宇和島市入札監視委員会運営要領 

平成25年６月10日 

告示第39号 

（趣旨） 

第１条 この要領は、宇和島市入札監視委員会設置要綱（平成25年要綱第58号。以下

「要綱」という。）第11条の規定に基づき、宇和島市入札監視委員会（以下「委員

会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領で使用する用語の意義は、要綱の例による。 

（委員） 

第３条 市長は、宇和島市（上下水道局を含む。）が行う入札及び契約の相手方とな

ることが見込まれる者と密接な関係がある者及び宇和島市職員であった者に、委員

を委嘱しない。 

２ 市長は、委員がその任期中に前項の規定に該当する者となる場合には、速やかに

改任を行う。 

（定例会議） 

第４条 要綱第５条第３項に定める定例会議（以下「定例会議」という。）の開催時

期及び要綱第２条第１号及び第２号に定める事務の対象は、原則として別表第１の

とおりとする。 

（定例会議の提出資料） 

第５条 要綱第２条１号に規定する委員会への報告資料は、次に掲げるものとする。 

（１） 市発注案件に係る総括表（様式第１号）及び契約方法別発注案件一覧表（様

式第２号）。ただし、随意契約において、予定価格が別表第２左欄に定めるもの

ごとに同表右欄に定める額を超えないものについては、報告の対象から除外する

ものとする。 

（２） 宇和島市建設工事等入札参加資格停止措置要綱（平成17年告示第97号）に

基づき処理した入札参加資格停止運用状況一覧表（様式第３号） 

（３） 宇和島市入札及び契約手続等に係る苦情処理要領（平成25年告示第40号）

に基づき処理した苦情処理一覧表（様式第４号） 

（４） その他必要と認められる入札及び契約手続に関する運用状況資料 

２ 前項第１号の契約方法別発注案件一覧表は、次に掲げる契約方法別に整理し、契

約の種類、件名、請負者、請負代金額その他必要と認められる事項を記載するもの

とする。 



（１） 一般競争入札 

（２） 指名競争入札 

（３） 随意契約 

（事案の抽出） 

第６条 要綱第２条第２号に規定する委員会において審議する事案の抽出は、前条第

１項第１号の契約方法別発注案件一覧表の中から契約方法別に委員会が事前に無作

為方法で行い、委員会は、抽出事案一覧表（様式第５号）を作成するものとする。 

（抽出事案の説明） 

第７条 市長は、前条の規定により抽出された事案について、抽出事案説明書（様式

第６号）を作成し、入札参加資格条件をどのように設定したか、指名業者をどのよ

うに選定したか等について説明するものとする。 

２ 事務手続及び審議の効率化の観点から、抽出事案の説明は、必要最小限の資料に

より行うものとする。 

（抽出事案の審議） 

第８条 委員会が行う抽出事案に関する審議は、入札参加資格設定及び指名選定等の

妥当性について行うものとする。 

（意見の具申） 

第９条 委員会は、意見の具申を行う場合において必要があると認めるときは、関係

する職員の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの者に対して関係資料の提

出を求めることができる。 

（再苦情に対する審議） 

第10条 要綱第５条第４号に規定する再苦情処理会議の審議は、再苦情の申立てを行

った者及び市長からの書面、関係職員の事情聴取その他委員会が必要と認める方法

により行うものとする。 

（議事作成及び公表） 

第11条 委員会の議事は、定例会議にあっては宇和島市入札監視委員会議事概要（定

例会議）（様式第７号）を、再苦情処理会議にあっては宇和島市入札監視委員会議

事概要（再苦情処理会議）（様式第８号）を作成し、速やかに公表するものとする。 

（委員会の庶務） 

第12条 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。 

（その他） 

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この要領は、平成25年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後、最初に開催される定例会議の開催時期及び事務の対象は、第

４条の規定にかかわらず、市長が別に定める。 

附 則（平成27年４月１日告示第65号） 

この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年４月１日告示第26号） 

この要領は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日告示第24号） 

この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

開催時期 要綱第２条第１号及び第２号に定める事務の対象 

６月又は７月 前年度の10月１日から３月31日までに契約した市発注案件 

11月又は12月 当該年度の４月１日から９月30日までに契約した市発注案件 

別表第２（第５条関係） 

契約の種類 金額 

工事（修繕を含む。）又は製造の請負 2,000,000円

業務委託 1,000,000円

賃貸借 800,000円

物品の購入 1,500,000円



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


